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中国政府は２００８年１１月１０日、「中華人民共和国増値税暫定条例」、１２月１５日、「中華人民共和国増値税暫定

条例実施細則」を制定、２００９年1月１日より施行されました。今回の増値税の改革は、景気刺激策の一環として、企

業への課税負担を軽減させる内容が中心となっています。また、増値税の改革と平仄を合わせるため、同時に消費

税、営業税についても暫定条例が制定され、税の徴収方法などが変更されました。主な変更点は下記の通りです。 

 

【主な変更内容】 

１、固定資産購入時に納付した仕入増値税を売上増値税より控除する事が可能。 

旧条例 企業が固定資産購入時に納付した仕入増値税は売上増値税より控除できない 

新条例 

2009年1月1日以降、企業が固定資産購入した際に納付した仕入増値税を売上増値税より控除

できる。控除しきれなかった場合は、翌年度以降も引続き控除が可能。 

（固定資産の範囲は企業の生産活動に関連する、設備及び車両、工具など。ただし、家屋、建築

物などの不動産、並びに個人使用する自動車、オートバイ、ボートなどは含まれない。） 

『ご参考』※１.旧条例では、固定資産購入時の仕入増値税は、購入した固定資産と共に資産計上され、耐用年数に

応じて減価償却するため、費用化に時間を要していた。 

  ２．ファイナンスリースを利用し設備を導入する場合、仕入増値税は売上増値税より控除できない。 

 

２、小規模納税人に適用する増値税率の引下を行い、税率を統一。 

旧条例 生産型企業：６％ 、 商業型企業：４％。 

新条例 生産型、商業型に係わらず、３％に統一。 

 

３、小規模納税人の課税対象年間売上高基準を引き下げ。 

旧細則 生産型企業：１００万元、商業型企業：１８０万元 

新細則 生産型企業：５０万元、商業型企業：８０万元 

 

４、現行増値税手続慣例の改正後条例への反映。 

･ 増値税の一般納税人資格取得に際しては、従来より管轄税務機関に資格認定申請が必要であったが、旧条例には

同規定はなく改正後条例（第１３条）に明文化された。 

 

上記以外にも、納税申告期間が概ね１０日間から、納税額に応じて７つの納税期が定められ、期日後１５日間に納

税申告を行うように延長されるなどの変更が行われています。 


